
　一般会計・特別会計・公営企業会計の決算の状況をお知らせします。なお、「決算書」「決算に
係る主要な施策の成果に関する説明書」「決算審査意見書及び行政監査結果報告書」は、市役所
行政資料コーナー及び図書館で閲覧できます。？財政課財政担当 内線207

平成　年度決算30
特　集

特別会計・公営企業会計の決算

会　計　名 歳入総額 歳出総額 差引（形式収支）
国民健康保険 71億5157万5千円 69億5465万2千円 1億9692万3千円

後期高齢者医療 8億8849万4千円 8億8348万3千円 501万1千円

介護保険 49億4930万2千円 48億2180万1千円 1億2750万1千円

下水道事業 13億8092万4千円 12億7597万2千円 1億495万2千円

農業集落排水事業 2億790万4千円 1億7328万6千円 3461万8千円

黒浜土地区画整理事業 2508万8千円 1716万3千円 792万5千円

蓮田駅西口第一種市街地再開発事業 5億6435万4千円 3億272万2千円 2億6163万2千円

特別会計 公営企業会計（水道事業）

収益的収入 12億3378万7千円

収益的支出 10億7345万4千円

純利益 1億6033万3千円

資本的収入 2億3159万8千円

資本的支出 4億7526万円

翌年度繰越額 0

※収益的収入・支出・純利益は消費税
抜き。資本的収入・支出・翌年度繰越額
は消費税込み。

歳　　　　入

市 税 市民税、固定資産税、軽自動車税、市
たばこ税、都市計画税

国 庫 支 出 金 市が行う事業に対する国からの負担金
や補助金

地 方 交 付 税 地方団体間の財源の不均衡を調整する
ため、国税の一定割合が交付されたもの

繰 越 金 前年度の一般会計から繰り越したもの

県 支 出 金 市が行う事業に対する県からの負担金
や補助金

地方消費税交付金 地方消費税の一部を財源として県から
市に交付されたもの

市 債 事業を行うときなどに借りたもの

繰 入 金 基金などから一般会計に移されたもの

諸 収 入 市税などに係る延滞金、指定管理者納
付金など

分担金及び負担金 保育園や学童保育所などを利用してい
るかたから徴収した負担金など

地 方 譲 与 税 国税として徴収した特定の税金から一
定の基準で譲与されたもの

そ の 他 使用料及び手数料、財産収入など

歳　　　　出（性質別）

扶 助 費 法令に基づく支給や市が単独で
行う各扶助のための福祉的経費

人 件 費 特別職や職員の給与、議員の報
酬など

繰 出 金 一般会計から特別会計へ支出され
たもの

物 件 費 消費的性質を持つ需用費、委託
料など

普 通 建 設 事 業 費 公共施設等の建設に必要とされ
た投資的経費

公 債 費 市の借金の返済など

補 助 費 等 他の団体に交付した報償費、補
助金、保険料等の役務費など

積 立 金 基金に積み立てたもの

そ の 他 維持補修費、貸付金

歳入一般会計

歳入合計
192億

9543万8千円

市税
81億5594万3千円
42.3%

扶助費
40億8716万5千円
22.2%

人件費
37億3917万1千円
20.3%

繰出金
29億5416万5千円
16.0%

物件費
23億4235万3千円

12.7%

公債費
15億4002万7千円

8.4%

補助費等
13億8241万4千円

7.5%

積立金
6億6022万9千円

3.6%

普通建設事業費
16億1689万円

8.8%

その他
9041万1千円
0.5 %

その他
3億7197万3千円  1.9%

地方譲与税
1億5125万5千円  0.8%

分担金及び負担金
3億397万9千円  1.6%

国庫支出金
25億9593万2千円
13.5%

地方交付税
22億4112万7千円

11.6%

繰入金
8億6725万8千円  4.5%

諸収入
3億5174万2千円

1.8%

市債
9億9778万2千円

5.2%

繰越金
11億8422万6千円

6.1%

地方消費税交付金
10億999万6千円

5.2%

県支出金
10億6422万5千円

5.5%

歳出一般会計
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　改築工事を行った東保育園

歳出合計
184億

1282万5千円



民生費　福祉、生活保護、保育園の運営など
75億1308万7千円

障がい者自立支援給付事業（福祉課）
9億4566万3千円

保育所建設事業（子ども支援課） 2億6545万9千円
　東保育園の改築工事を行いました。
こども医療費助成事業（子ども支援課）

1億9827万5千円
保育所運営事業（保育課、学校教育課） 

1億9713万2千円
障がい児居宅生活支援給付事業（子ども支援課）

1億7706万4千円
学童保育所運営事業（保育課） 1億4574万6千円
老人福祉センター運営事業（長寿支援課）   

3389万6千円
子ども・子育て支援事業計画策定事業（子ども支援課）
                                                                          394万8千円

総務費　全般的管理事業、交通安全対策、選挙など
26億3409万3千円

交通安全対策推進事業（自治振興課）                 7616万円
自治会館等建設支援事業（自治振興課）   520万5千円
ゾーン30対策事業（自治振興課） 496万8千円
　黒浜西小学校区域の西城地区の通学路・生活道路の交
通安全対策事業を行いました。
住宅・土地統計調査事業（政策調整課）　　396万円

土木費　道路・公園・下水などの都市基盤整備
21億4490万円

蓮田駅西口第一種市街地再開発事業特別会計繰出金
（西口再開発ビル開設準備室）　　　　 4億7342万円
生活道路改良重点整備事業（道路課）

3億3494万7千円
道路維持補修事業（道路課） 　　　 1億6510万3千円
公園整備・維持管理事業（みどり環境課）

6249万1千円
河川・排水路維持管理事業（道路課） 4571万9千円
蓮田スマートインターチェンジ整備促進事業

（都市計画課）　　　　　　　　　　　 　 2008万円
企業立地促進事業（産業団地整備課） 1420万4千円
　高虫西部地区産業団地整備を推進するため、土地区画
整理事業基本計画の作成等を行いました。

教育費　学校や図書館、文化財保護など
18億4775万2千円

小・中学校施設維持管理事業（教育総務課）
1億297万7千円

国指定史跡黒浜貝塚整備推進事業（社会教育課）
1億222万7千円

関山分館整備事業（社会教育課） 9149万9千円
中央公民館維持管理事業（社会教育課） 　9047万9千円
平野中学校外壁等改修事業（教育総務課）2440万8千円
　外壁改修及び屋上防水改修工事を行いました。
英語指導助手招致事業（学校教育課） 2362万3千円

公債費　市の借入金の返済など
15億4002万7千円

衛生費　ごみ・し尿処理の負担金、健診、予防接種など
11億9694万9千円

蓮田白岡衛生組合運営事業（みどり環境課）
5億9798万4千円

予防接種事業（子ども支援課）　 1億545万円
がん検診事業（健康増進課）　 8153万7千円
　健康増進法に基づく保健事業としてがん検診や結核検診等
を行いました。

消防費　消防活動、災害対策など
8億6442万7千円

消防ポンプ自動車更新事業（消防課） 5055万7千円
防火水槽整備事業（消防課） 1204万5千円
防災訓練事業（危機管理課） 1045万8千円
　埼玉県と蓮田市の合同防災訓練（九都県市合同防災訓練）
を開催しました。
防災行政無線等維持管理事業（危機管理課）

1005万1千円

　都市計画税は、都市施設の整備のための
都市計画事業や土地区画整理事業に要する
経費に充てるための目的税です。市街地開
発事業の財源の他、過去の都市計画事業で
発行した市債の元利償還金としても活用し
ています。平成30年度の都市計画税充当可
能事業の決算額9億3696万9千円に、都市計
画税収入1億8007万5千円を右表のとおり充
当しました。

都市計画税
平成30年度 

決算額
都市計画税 

充当額
 都市計画税（歳入） 1億8007万5千円

 都市計画税充当可能事業（歳出） 9億3696万9千円 1億8007万5千円

下水道事業 3億8995万1千円 7494万4千円

市街地開発事業 4億2304万1千円 8130万4千円

土地区画整理事業 0円 0円

公債費（都市計画事業分） 1億2397万7千円 2382万7千円

黒浜西小学校区に整備したゾーン30

リニューアルオープンした中央公民館関山分館

九都県市合同防災訓練

消防本部に配備した消防ポンプ車

根ケ谷戸公園に設置したロング滑り台

平成30年度の
主な事業

農林水産業費　農業振興など
3億5827万2千円

農業集落排水事業特別会計繰出金（下水道課）
 1億3575万8千円

埼玉型ほ場整備事業（農政課） 3202万7千円
農地中間管理事業（農政課） 1311万円
　農地中間管理機構を通じて担い手への農地集積・集約
化に協力する者に対し、機構集積協力金を交付しました。

議会費　議会運営など
2億1915万5千円

商工費　商工業の振興など
7115万円

労働費　勤労青少年ホームの運営など
2301万3千円
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健全化判断比率及び資金不足比率
平成30年度決算に基づく

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、平成30年度決算についての健全化判断比率
及び資金不足比率を公表します。財政が健全であるかを判断する健全化判断比率の指標が国の定める基
準（早期健全化基準、財政再生基準）以上になった場合には、財政を健全化する計画を作成し、改善に
取り組むことになっています。蓮田市の比率は、公表以来12年連続で、早期健全化基準を下回っている
状況です。なお、各会計の資金不足額は生じていないため、資金不足比率は算定されませんでした。

　市税や地方交付税を中心とする経常的な一般財源のうち、
人件費、扶助費、公債費等の経常的経費の財源として充当
されている一般財源の割合を示したものです。数値が高い
ほど財政が硬直化していることを表しています。臨時財政
対策債や地方税の減少により、前年度と比較して2.5ポイン
ト増加しました。
※この他の指標については、市ホームページで公表してい
ます。

　一般会計等における赤字額が、市の財政規模に対して
どの程度のものかを表す指標です。黒字の場合は、算定
されません。

　公営企業会計等を含めた蓮田市の全ての会計で生じた
赤字額が、市の財政規模に対してどの程度のものかを表
す指標です。黒字の場合は、算定されません。

実質赤字比率 連結実質赤字比率
早期健全化基準13.03%／財政再生基準20.00% 早期健全化基準18.03%／財政再生基準30.00%
⇒黒字のため算定されませんでした ⇒黒字のため算定されませんでした

　一般会計等が支払う市債の返済額や公営企業・一部事
務組合等の借入金の返済に充てる負担額が、１年間の収
入に対してどれだけの割合かを表した指標で、資金繰り
の危険度を示しています。直近３か年の決算額に基づき、
算定します。
※比率が低いほど財政状況が健全なことを意味しています。

　市債など将来支払うべき金額が、市の財政規模に対し
てどの程度のものかを表す指標です。蓮田市の他、一部
事務組合等を含めて算定します。比率が100％のとき、
負債の返済に1年分の収入が必要という意味です。充当
可能額が将来負担額よりも多いため、算定されません。
※比率が低いほど財政状況が健全なことを意味しています。

実質公債費比率 将来負担比率
早期健全化基準25.0%／財政再生基準35.0% 早期健全化基準350.0%／財政再生基準　－
⇒5.7%（前年度対比0.2ポイントの増） ⇒算定されませんでした
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政
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査
に
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、
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算
書

及
び
そ
の
付
属
書
類
が
関
係
法
令
等
に
準
拠
し
作

成
さ
れ
て
い
る
か
、
予
算
の
執
行
は
適
正
か
つ
効

率
的
に
執
行
さ
れ
て
い
る
か
を
主
眼
と
し
て
行
っ

た
。ま
た
、各
部
課
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
お
い
て
、

地
方
自
治
法
施
行
令
に
基
づ
く
予
算
執
行
計
画
に

沿
っ
て
予
算
は
執
行
さ
れ
て
い
る
か
、
内
部
統
制

と
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
浸
透
・
機
能
し
て
い
る

か
、
主
要
事
業
の
事
業
内
容
及
び
効
果
・
成
果
は

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
契
約
は
適
切
に

行
わ
れ
て
い
る
か
等
に
つ
い
て
審
査
及
び
監
査
を

行
っ
た
。
審
査
の
結
果
、
諸
決
算
書
類
は
、
関
係

法
規
に
準
拠
し
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、
適
正
と
認

め
ら
れ
た
が
、
次
の
と
お
り
提
言
要
望
す
る
。

○
提
言
要
望
事
項
（
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
）

１
．
介
護
認
定
審
査
事
業
に
お
い
て
、
研
修
参
加

旅
費
の
支
払
い
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
蓮
田
市

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
基
づ
い
た

所
属
長
の
出
張
命
令
に
よ
る
旅
費
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
請
求
し
て
支
給
す
る
べ
き
で
あ
る
。

２
．
防
火
管
理
者
は
消
防
法
に
よ
り
選
任
が
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
市
役
所
庁
舎
の
防
火
管
理

者
は
４
月
の
人
事
異
動
に
よ
り
実
質
的
に
不
在
で

あ
っ
た
。
防
火
管
理
者
不
在
の
状
況
を
解
消
す
べ

き
で
あ
る
。

３
．
予
算
の
執
行
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
自
治
法

監
査
委
員
の
意
見（
要
旨
）

施
行
令
第
1
5
0
条
及
び
蓮
田
市
予
算
事
務
規
則

第
12
条
に
よ
る
予
算
執
行
計
画
を
策
定
し
、
そ
の

計
画
に
従
っ
て
配
当
さ
れ
た
予
算
を
計
画
的
に
執

行
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
目
的
が
達
成
で
き
る
よ

う
着
実
な
執
行
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

４
．
定
住
・
子
育
て
応
援
促
進
サ
イ
ト
の
運
営
事

業
に
つ
い
て
、
サ
イ
ト
開
設
の
目
的
で
あ
る
流
入

人
口
の
拡
大
と
定
住
人
口
の
増
加
を
鑑
み
て
、
内

容
の
充
実
を
期
待
す
る
。

５
．
市
税
等
及
び
上
下
水
道
料
金
は
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
の
納
入
が
可
能
と
な
っ
て
い
る

が
、
農
業
集
落
排
水
事
業
の
使
用
料
で
は
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
納
入
者
の
利
便
性
及
び
収

納
率
の
向
上
を
図
る
こ
と
か
ら
も
、
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
の
収
納
の
早
期
導
入
を
検
討
す
べ

き
で
あ
る
。

６
．
消
防
水
利
と
し
て
、
消
火
栓
、
公
設
及
び
私

設
の
防
火
水
槽
が
設
置
さ
れ
て
い
る
が
、
消
火
栓

は
断
水
・
減
水
時
の
取
水
難
、
大
地
震
時
の
配
管

破
損
な
ど
が
懸
念
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
補
う
た
め
に

防
火
水
槽
を
計
画
的
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。

７
．
入
学
準
備
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
、
貸
付
金

の
原
資
は
市
民
か
ら
納
付
さ
れ
た
税
金
で
あ
り
、

自
力
執
行
権
の
な
い
私
債
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

未
返
還
金
の
回
収
の
た
め
の
取
組
み
を
行
う
こ
と

を
望
む
。

８
．
公
園
な
ど
の
除
草
委
託
作
業
の
完
了
検
査
を

速
や
か
に
実
施
し
、
契
約
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
沿
っ
て

委
託
契
約
内
容
の
と
お
り
に
業
務
が
完
了
し
て
い

る
か
検
査
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

○
提
言
要
望
事
項
（
水
道
事
業
会
計
）

１
．
今
年
度
の
有
収
率
は
前
年
度
よ
り
2
・
0
ポ
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92.5
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平成30年度平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度

％

蓮田市
全国平均
県平均

93.193.1 93.9
93.0

経常収支比率 90.2%（前年度対比2.5ポイント増）

イ
ン
ト
低
下
と
な
っ
た
。
有
収
率
低
下
の
一
因
と

し
て
、
平
成
30
年
度
に
発
生
し
た
濁
り
水
解
消
の

た
め
に
ド
レ
ー
ン
を
長
期
間
開
栓
し
た
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
引
き
続
き
原
因

究
明
を
進
め
、
漏
水
対
策
を
徹
底
し
有
収
率
の
改

善
に
取
り
組
む
こ
と
を
要
望
す
る
。

２
．
浄
水
場
か
ら
配
水
さ
れ
る
重
要
管
路
が
耐
震

化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
震
災
害
発
生
時
で
も

水
道
水
を
安
定
供
給
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今

年
度
の
純
利
益
を
含
め
た
利
益
剰
余
金
の
う
ち
、

建
設
改
良
積
立
金
は
前
年
度
よ
り
増
額
と
な
っ
た

が
、
料
金
改
定
の
観
点
か
ら
も
、
建
設
改
良
積
立

金
を
有
効
に
活
用
し
て
、
老
朽
管
の
耐
震
化
更
新

事
業
の
実
施
に
向
け
て
検
討
す
る
こ
と
を
望
む
。

３
．
今
年
度
の
水
道
事
業
収
益
及
び
給
水
収
益
は

前
年
度
よ
り
増
額
と
な
っ
た
。
主
な
要
因
は
料
金

改
定
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
今
年

度
か
ら
給
水
加
入
金
収
入
は
全
額
資
本
的
収
入
へ

移
行
さ
れ
水
道
事
業
費
用
を
給
水
収
益
で
賄
え
る

よ
う
な
安
定
し
た
収
益
が
確
保
で
き
た
こ
と
か

ら
、
今
後
も
経
営
の
効
率
化
を
図
り
、
安
定
し
た

事
業
経
営
が
持
続
で
き
る
よ
う
望
む
。

４
．
今
年
度
の
営
業
外
収
益
の
受
取
利
息
は
前
年

度
よ
り
増
額
と
な
っ
た
。
今
後
も
資
金
運
営
に
お

い
て
は
予
算
執
行
計
画
や
金
融
情
勢
等
を
勘
案
し

て
安
全
で
確
実
な
方
法
に
よ
り
適
正
な
資
金
運
営

が
行
わ
れ
る
よ
う
要
望
す
る
。

５
．
水
道
料
金
の
支
払
い
に
お
い
て
は
、
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ
で
支
払
い
を
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
水
道
料
金
納
付

者
の
利
便
性
を
高
め
る
た
め
に
も
早
急
な
取
組
み

に
期
待
す
る
。
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